
山形県地域医療対策協議会委員の改選について 資料５

【法的位置づけ】
・医療法の規定に基づき、都道府県における医師確保対策の具体的な実施に係る関係者間の協議・調整を行う場。

【構成員】
・設置主体は都道府県とし、構成員は原則として、医療法等により次に掲げる機関・団体を全て含むこととされている。

都道府県、特定機能病院、地域医療支援病院、臨床研修病院、公的医療機関、民間病院、診療に関する学識経験者の団体、

大学（県内に医師派遣）、社会医療法人、独立行政法人国立病院機構、地域の医療関係団体、関係市町村、地域住民を代表する団体

➡ 本県では上記に基づき選任（任期：３年間）

【次期方針】
・次期委員については、引き続き、同様の考え方に基づき選任（令和７年４月～令和１０年３月）

■ 地域医療対策協議会の概要

■構成員（任期：令和４年４月１日～令和７年３月３１日）
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